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（高等裁判所経由）

司研企一第719号

令和7年11月25日

地方裁判所長 殿（東京、大阪）

司法研修所長

令和7年度ミニ研究会（民事訴訟におけるAI利活用可能性

の検討）の実施について（通知）

標記の研究会を下記のとおり実施しますので、貴庁所属の参加者を出席させてく

ださい。

記

1 趣旨

東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の裁判官と、当研修所教官、デジタル総合

政策室の担当官とで、民事訴訟における生成AI利活用可能性の検討に関し、講

師との意見交換、模擬記録を用いたワークショップ等を実施し、今後の裁判官研

修の企画等のための参考にする。

2 日時・日程表

別紙のとおり

3 実施方法

令和8年1月20日及び21日は最高裁判所に参集して行う。

令和8年2月17日は、ウエブ会議用アプリケーシヨン「Teams」を使用して、

オンラインにより行う。

4 講師

’



【機密性2）

令和7年度ミニ研究会（民事訴訟におけるAI利活用可能性の検討）

日 程 表

実 施 内 容年｜月｜日’'1罷

1.1;55 15：00'3：()(） 14：10 16：00 16：0月 16:50]1：00

説明と意見交換

「TreeeSを利用した民事裁
判手続」

講演

「民事裁判手続における生

成AIの利活用」

説明

「今回の研究会について」
意見交換

201火

’ ’ ’
デジタル審議官付総括参事官

長 田 雅 之

デジタル審議官付参事官

水 木 淳 ’

’

R8
12:00113:00 '6：0010：00

ワークショップ211水

'2:001'3;00 |f：0010：00

ワークショップ及び意見交換21171火

（備考）

※ 令和8年1月20日及び21日は最高裁判所に参集して実施

※ 令和8年1月22日から同年2月16日までの問、研究員は

同年2月17日はTeamsによりオンラインで実施。

最高裁が準備した生成AI環境と模擬記録・データを使用して、試行・検証を行う。
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令和7年度ミニ研究会（民事訴訟におけるAIの利活用可能性の検討）

参 加 者 名 簿

高裁管内 本 務 庁 等 氏 名 考備

二
弘
康
実
英
幸

康
正
謙
敏

東京地裁

神
岡
桐

日
中
林

吉
部
谷
野
嶋

田

東京

大阪地裁大阪

合計 6 人
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令和7年12月22日

令和7年度ミニ研究会（民事訴訟におけるAI利活用可能性の検討）

参加者 殿

司法研修所事務局長

令和7年度ミニ研究会（民事訴訟におけるAI利活用可能

性の検討）について（事務連絡）

標記の研究会について、下記のとおりお知らせします。

記

1 日時

日程表（案）のとおり

研究場所・実施方法等

令和8年1月20日及び21日は最高裁判所に参集する。

2月17日は、Microsofi Teamsのウェブ会議機能を使用して、

2

カリキュラムに

参加する。

3 参加者

参加者名簿のとおり


